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舅腑‐i文書「手4字警

教職員をはじめ学校関係者の春様へ

児童生徒等の学びを確保するための取組が行われているのは、学校の設置者や教職員の皆
様が感染症対策と教育活動の両立にぶを砕き、日々、大変な御尽力をいただいているおかげ
であり、磁より感謝申し上げます。

本年六月から、ほとんどの学校において、教育活動が再開されていますが、児童生徒等や教
職員など学校関係者の感染事例が見られるようになってきています。

そのような中、児童生徒等が新型コロナウイルス感染症を正しく理解し、よりよい実践ができるよ
う、学校における指導が一層、重要になってきていると考えています。

大部科学者では、今年の四月に、日常における保健の指導を念頭に置いた指導資料を作成
し公表しました。更に、十月には、児童生徒等が感染症に対する不安から陥りやすい差別や偏
見等について考え、迪切な行動を取れるよう啓発する動画も作成する予定です。

児童生徒等への指導に当たっては、例えば以下の点を身に付けさせることが大切です。
・ 感染症を予防するには、運動、食事、休養及び睡眠の調和のとれた生活を続けることが有効
であること。
・ ウイルスから、自分自身を守るため、そして、大切な人を守るため、基本的な感染症対策や、
「二奮を避ける」等の予防策の徹底が必要であること。
・ 誤った情報や認識、不確かな情報に趣わされることなく、正確な情報や科学的根拠に基づぃ
た行動を行うことができるようになること。
・ 感染者、濃厚接触者等とその家族に対する誤解や偏見に基づく差別を行わないこと。感染を
貴める雰囲気が広がると、医療機関での受診が遅れたり、感染を隠したりすることにもつながり
かねず、地域での感染につながり得ること。
・ ウイルスに感染しても症状が出ない場合があり、自分が知らないうちに感染を広めることもあるこ
とから、重症化するリスクが高い高お者や基礎疾恙がある方に接するときは注意が必要であ
ること。
これらに加え、医療従事者や社会活動を支えている人たちへの故意や感謝も伝えてほしいと考
えています。

また、大学等の高等教育機関においても、学生の感染事例が確認されています。各大学等に
おかれては、引き続き、「二磨を避ける」ことなど、学生への適切な注意嗅起等に取り組んでいた
だきたいと考えています。

文部科学省としては、差別や偏見等を防ぐための取組について、今後も継続して進めてまいり
ますので、学校の設置者や教職員の皆様におかれましても、組織的で継続的な取組をお願い
いたします。

●II 感染症への対応は、今後、長期にわたることが想定されますが、文部科学者としても、少人数
■11 によるきめ細かな指導体制の整備について検討するなど、今和時代のスタンダードとして新しい
時代の学びの環境整備に引き続き取り組んてすいります。
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文部利字昔

児童生徒キや学生の春さんへ

新型コロナウイルスが広がってから、皆さな|よ、学校はどうなるのだろう、この先どうなるだろうと、不

安だったのではないでしょうか。新しい学期を逹えるに当たって、皆さんに伝えたいことがあります。

まず、感染症にかからないようにするには、いくつかの方法があります。すでに皆さんが取り組んでい

るように、話をするときにはマスクをしたり、手を洗ったり、具合が恙い場合には学校を休んだりしてもらう
ことですもそして何より、健康的な生活を送ることが大切です。それでも、これまでも皆さんは風邪をひ
いたり、インフルエンザになったりしました。今はさらに新型コロナウイルスが課題になっています。

この二つは、症状がよく似ています。ですから、今後、皆さんの雄|もがこうした症状を経験することが
あるでしょう。具合が思い人の中には、新型コロナウイルスに感染したと診断される人も身近な人の中
から出るかもしれません。もちろん、それが友逹だと分かったら自分は大丈夫かなと不安になることも
あるでしょう。

新型コロナウイルスには誰もが感染する可能性があります。感染した人が思いということではありま
せん。学校やクラスの中で感染することは恙いことだという雰囲気ができてしまうと、新型コロナウイル
スに感染したと疑われることをおそれて、具合が恙くなっても、その後は言いだしにくくなったり、病院に行
くのが遅くなったりしてしまいます。そうすると、さらに皆さんの地域で感染が広がってしまうかもしれませ
ん。

感染した人や症状のある人を貴めるのではなく、思いやりの気持ちを持ちt感染した人たちが早く治
るよう励まし、治って戻ってきたときには温かく迎えてはしいと思います。もし、自分が感染したり症状が
あったりしたら、友逹にはどうしてほしいかということを考えて行動してほしいと思います。

すでに、感染した人逹が起ない言葉をかけられたり、扱いをされたりしているという事例が起きていま
す。こうしたことが皆さんの周りでも起きないように、皆さんにも協力してはしいのです。

また、高お者や病気がちの人は、感染すると症状が童くなってしまう危険があります。自分は元気
だから大丈夫ということではなく、そのような人たちに感染させることがないよう、思いやりの気持ちを
持ってはしいと思います。

新型コロナウイルス感染症が広がり、皆さんの日々の生活は―変したと思います。 、
以前のょうには、友逹と会いにくくなり、スポーツや文化に触れる機会も少なくなり、将来への不安や
ストレスを抱えている人も多いでしょう。

これまでも、私たち人間は、新型翼Fナウイルスのような新しい病気を経験してきました。そのたびに、
世界中の研究者が病気の原因を探り、予防方法を見つけたり、業の開発をしたりしてきました。そうし
て、かなんちは、病気と共tL≦いく。この歴史は繰り返され≦〉まヽす。新型コロナウイルスも研究が進ん
で解明されれば、予防と治療ができるようになり、新たな共存生活が始まります。

私たち大人は、皆さんの應援団として、将来の見通しを持ち、未来の社会の担い手である皆さんが
学ぶ機会、遊ぶ機会、交流する機会を最大限作っていきます。それまで、皆さんは今自分ができる

予防をしっかり行い、将来の日標を持ち、家庭や学′校で日々の学びを続けてほしいと願っています。

大部科学大臣
今わ二年八月
萩生口 兆一
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簑蜀文部利字瞥

保護者や地域の春様へ

学校において、児童生徒等の学びを確保するための取組を進めることができておりますのは、保

護者や地域の皆様に感染症対策の取組に御理解と御協力を賜っているからであり、磁より感謝

申し上げます。

しかし、このような取組を徹底しても学校や家庭、社会において感染するリスクをゼロにすることは
できません。誰もが感染する可能性があります。そのよ、新型コロナウイルス感染症には未だ解
明されていない点があり、ワクチンも開発中であることから、この感染症に対する不安をお持ちの

方が多いと思います。

私たちは、この感染症と、この感染症がもたらした社会の変化に対して、現時点での科学的な
知見や見解に基づいて、ェしく向き合うことが必要です。私からは、保護者や地域の皆様に次の
二点をお願いいたします。

第一に、感染者に対する差別や偏見、誹謗中傷等を許さないということです。

誰もが感染する可能性があるのですから、感染した児童生徒等や教職員、学絞の対応を貴め
るのではなく、衛生管理を徹れ 、更なる感染を防ぐことが大切です。

そして、自分が差別等を行わないことだけでなく、「感染した個人や学校を特定して非難する」
「感染者と同じ職場の人や、医療従事者などの家族が感染しているのではないかと疑い恙口を
言う」など身の周りに差別等につながる発言や行動があったときには、それに同調せずに、「そん
なことはやめよう」と声をあげていただきたい。人々の優しさはウイルスとの問いの強い武器になりま
す。

感染を貴める雰囲気が広がると、医療機関での受診が遅れたり、感染を隠したりすることにもつ
ながりかねず、結局は地域での感染の拡大にもつながり得ます。その点からも差別等を防ぐことは
必要なことです。

第二に、学校における感染症対策と教育活動の両立に対する御理解と御協力です。

感染症への対応が長期にわたることが想定される中、学校では、感染症対策を講じつつ学校
教育ならではの学びを大事にしながら教育活動を進め、子供たちの健やかな学びを最大限保障
するための取組を進めていただいているところです。また、大学についても、感染症対策の徹底
と、対面による技業の検満 含めた学修機会の確保の両立をお願いしております。

これからの予測困難な時代を生きていく児童生徒等や学生が、必要となる力を身に付けていく
ことができるよう、学校の教育活動の継続への御理解と御協力をお願いいたします。

新型コロナウイルスのみならず、感染症ヘエしく対応するためには、最新の科学的な知見等を
ることが不可欠です。政府として、分かりやすい広報に努めているところですが、保護者や地
域の皆様におかれても科学的な知見等を日々の生活に生かしていただきたいと思います。

今和二年八月
大部科学大臣 荻生口 兆一
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●

餞琲文部利字書

新型コロナウイルス感染症を理由とした

差別や偏見などでつらい思いをしたら

児童生徒等の皆さんの不安や悩みを受け止める相談窓回は、下記の通り

です。一人で苦しまず、ぜひ利用してみて話をしてみてください。

□24時間子どもSOSダイアル 0120-0…78310
httpsi//w'ぃ′vv.rnext.90.ip/a_lmlen u/shotou/seitoshidou/1306988.htrn

□ 子どもの人権 110番≪法務省≫ 0120-007-110
httpi〃www.m倒 .9o.ip/JINKEN4inkenl12.html

口都道府県警察の少年相談窓口

httpSi〃WWW.npa.90.ip/buЮau/Saたtyliた/SyOnen/SOudan・ html

□ いのちの電話の相談 0120-783-556
-般社団法人日本いのちの電話連盟
httpsiノ/、″ⅥハⅣ.inochinodenvva.org/

ロ チャイルドライン(18歳までの子供が対象)0120-99-7777
https://ch ild I ine.or.jp/

ロナこころの健康相談電話 050-3628-5672
法人日本臨床心理士会、一般社団法人日本公認心理師協会
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